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  適格請求書の修正                     

Ｑ：取引先から受領した適格請求書の記載

事項に誤りがありました。こちらで、間違い

を修正して、それを取引先に連絡することで

仕入税額控除を受けることはできますか？                          

                                              

Ａ：次のように取り扱われます。 

【解説】  

売手である適格請求書発行事業者は、交付

した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返

還請求書（電磁的記録により提供を行ったも

のも含む）の記載事項に誤りがあったときは、

買手である課税事業者に対して、修正した適

格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求

書を交付しなければならないこととされてお

り、買手においては、追記や修正を行うことは

認められていません。 

ただし、買手が作成した一定事項の記載の

ある仕入明細書等の書類で、売手である適格

請求書発行事業者の確認を受けたものについ

ても、仕入税額控除の適用のために保存が必

要な請求書等に該当しますので、買手におい

て適格請求書の記載事項の誤りを修正した仕

入明細書等を作成し、売手である適格請求書

発行事業者に確認を求めることも認められま

す。したがって、受領した適格請求書に買手が

自ら修正を加えたものであったとしても、そ

の修正した事項について売手に確認を受ける

ことで、その書類は適格請求書であるのと同

時に修正した事項を明示した仕入明細書等に

も該当することになりますので、その書類を

保存すれば、仕入税額控除の適用を受けるこ

とが認められます。 
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